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所得税･住民税の申告は
2月16日(水)から3月15日(火)まで

税の申告 
問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　143ｰ0396、0397

　
毎
年
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の

所
得
を
合
計
し
た
金
額
に
対
す
る
税
額
を
算
出
し
て
申
告
す
る
こ
と
を

確
定
申
告
と
い
い
ま
す
。
そ
の
際
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
ま
た
は

予
定
納
税
で
納
め
た
所
得
税
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
過
不
足
を
精
算

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
あ
る
方
が
、
期
限
ま
で
に
申
告
を

し
な
か
っ
た
り
、
申
告
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
、
不
足
す
る

税
額
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
正
し
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
自
営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
か

　
ら
収
入
が
あ
る
方
（
建
築
労
務
、

　
日
雇
い
労
務
に
従
事
さ
れ
た
方

　
も
含
む
）
 

②
土
地
、
建
物
な
ど
の
貸
し
付
け

　
に
よ
る
所
得
が
あ
る
方
 

③
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲
渡
に
よ

　
る
所
得
が
あ
る
方
 

④
生
命
保
険
の
一
時
金
お
よ
び
損

　
害
保
険
な
ど
の
満
期
返
戻
金
の

　
所
得
が
あ
る
方
 

⑤
年
金
受
給
者
で
、
複
数
の
年
金

　
収
入
が
あ
る
方
 

■
給
与
所
得
者
で
、
確
定
申
告
が

　
必
要
な
方
 

①
給
与
収
入
が
２
，０
０
０
万
円

　
を
超
え
る
方
ま
た
は
２
か
所
以

　
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方
 

②
給
与
以
外
の
他
の
所
得
金
額
が

　
２０
万
円
を
超
え
る
方
 

③
平
成
２２
年
中
に
退
職
し
、
年
末

　
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方
 

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控

除
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
場
合

（
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
方
）
は
、

確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
次
の

事
項
に
該
当
す
る
場
合
は
、
住
民

税
申
告
が
必
要
で
す
。
 

①
収
入
の
な
い
方
で
も
、
市
の
国

　
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

　
る
方
（
国
民
健
康
保
険
税
が
軽

　
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
 

②
公
的
年
金
に
か
か
る
所
得
の
み

　
の
方
で
、
次
の
年
金
収
入
額
に

　
該
当
す
る
場
合
（
住
民
税
額
に

　
影
響
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
 

（１） 
６５
歳
未
満
の
方
（
昭
和
２１
年
１

　
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）で
収

　
入
額
が
９８
万
円
を
超
え
る
場
合
 

（２） 
６５
歳
以
上
の
方
（
昭
和
２１
年
１

　
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
方
）
で

　
収
入
額
が
１
４
８
万
円
を
超
え

　
る
場
合
 

住
民
税
申
告
が
必
要
な
方

①
申
告
者
の
印
鑑
（
認
印
）
 

②
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給

　
者
は
、
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）
 

③
事
業
所
得（
営
業
、
農
業
所
得
）

　
ま
た
は
不
動
産
所
得
の
場
合
は
、

　
年
間
の
収
支
内
訳
書
 

④
諸
控
除
の
証
明
書（
国
民
年
金
・

　
生
命
保
険
・
地
震
保
険
な
ど
の

　
保
険
料
の
控
除
証
明
書
等
）
 

⑤
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

　
け
る
場
合
 

（１）
住
民
票
（
初
年
の
み
）
 

（２）
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
初

　
年
の
み
）
 

（３）
取
得
価
格
の
わ
か
る
契
約
書
の

　
写
し
（
初
年
の
み
）
 

（４）
借
入
金
年
末
残
高
証
明
書
　
等
 

⑥
還
付
申
告
の
場
合
は
、
本
人
名

　
義
の
振
込
先
の
預
貯
金
通
帳
 

 
申
告
に
必
要
な
も
の

　
医
療
費
の
計
算
や
事
業
収
支
等

は
、
事
前
に
次
の
準
備
を
し
て
か

ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。
 

①
医
療
費
控
除
の
申
告
の
場
合
は
、

　
領
収
書
を
氏
名
ご
と
に
整
理
し
、

　
支
払
額
の
合
計
ま
で
の
計
算
を

　
お
願
い
し
ま
す
。
 

②
営
業
、
農
業
等
の
事
業
所
得
の

　
収
支
計
算
が
必
要
な
申
告
で
は
、

　
収
入
と
支
出
の
項
目
ご
と
に
関

　
係
書
類
を
整
理
し
、
収
支
の
内

　
訳
ま
で
の
計
算
を
お
願
い
し
ま

　
す
。
　
 

※
農
業
所
得
に
つ
い
て
は
、
平
成

　
１８
年
分
か
ら
水
稲
所
得
標
準
制

　
度
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

　
実
際
の
収
入
と
経
費
を
計
算
し

　
て
く
だ
さ
い
。
 

自
書
申
告
に
ご
協
力
を

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
は
、
同
時
に
住
民
税
申
告
を

　
行
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医療費控除の計算方法 

① 

② 

③ 

平成22年中に
支払った医療費

10万円または所得金額の合計額
の5％のいずれか少ない額

保険等で補てん
される金額

負担した医療費

－

＝ …

…

Ａ 

Ａ Ｂ 

Ｂ 

－ ＝ 医療費控除額
(最高200万円)

※所得税･住民税のかからない方は、
　この控除を申告しても医療費は戻りません。

■介護保険の認定と障害者控除の適用■ 
★e-Taxで確定申告を！ 
　～自宅のパソコンで～ 
 

■税理士による無料申告相談■ 

　身体障害者および療育手帳の交付を受けていない方でも、介護保険法
の規定による要介護認定を受けている６５歳以上の方で、市（高齢介護課）
において障害者に準ずる認定を受けた場合は、所得税法上の障害者控除
の対象となります。くわしくは高齢介護課までお問い合わせください。 
●「障害者」に準じる方 
　要介護１～３で重度の認知症がある方 
●「特別障害者」に準じる方 
　要介護４・５で継続的に寝たきり状態にある方または重度の認知症がある方 
申請･問い合わせ　福祉部高齢介護課（ラポートやしろ）　1４２-０４４０ 
　　　　　　　　 ※申請は、各庁舎窓口センターでも可能です。 

※開設時間は、９：３０～１２：００、
　１３：００～１６：００です。 
※営業・農業所得等の収支計
　算にかかる申告相談など、
　お気軽にご利用ください。 
　（不動産譲渡・贈与税・相続税
　 の申告は除きます） 
問い合わせ　
　社税務署　1４２-０２２３

2月24日（木）
2月25日（金）
2月28日（月）

2月25日（金）
2月28日（月）

2月28日（月）

開　催　日

社納税協会

加東市商工会 本所

加東市商工会 東条支所

場　　所

　国税庁ホームページ 

（http://www.e-tax.nta.go.jp）の「確

定申告書作成コーナー」で、国

税電子申請・納税システム（e-Tax）

を利用して確定申告を行うと、

最高５,０００円の税額控除を受け

ることができ（これまでに適用

を受けた方は対象外）、源泉徴

収票などの提出を省略すること

ができます。 

　また、電子申告（e-Tax）以外に、

必要項目を入力することにより

確定申告書が作成でき、申告書

を印刷できるコーナーもありま

すので、ご利用ください。 

申告会場･日程 
　地域指定は行っていませんので、どこの

会場でも市民の方の申告相談を受け付けま

す。

市が行う申告相談内容
　市の会場では、主に給与所得者および年金受給者に係る申告
のほか、白色申告者（おおむね事業等所得３００万円未満のもの）
および住民税申告が対象となります。市で申告相談できないも
のについては、税務署において確定申告していただきますよう
お願いします。 
※市で申告相談できない内容
　高額な事業所得、譲渡所得、青色申告、雑損控除にかかるも
の、損失の繰越にかかるもの等 

■日程 ■会場

2
　
　
月
 

3
　
　
月
 

月日 
社福祉 
センター 

滝野図書館 東条庁舎 会　　　　場 

社福祉センター（2階） 
レクリエーション室 
※2月27日（日）以外の土日は除く 

9：00～16：30

受付時間 

16日（水） 
17日（木） 
18日（金） 
21日（月） 
22日（火） 
23日（水） 
24日（木） 
25日（金） 
27日（日） 
28日（月） 
1日（火） 
2日（水） 
3日（木） 
4日（金） 
7日（月） 
8日（火） 
9日（水） 
10日（木） 
11日（金） 
14日（月） 
15日（火） 

○ 
○ 
○ 
○ 

○（夜間相談あり） 
○ 
○ 
○ 

○（9：00～15：00） 
○ 

○（夜間相談あり） 
○ 
○ 
○ 
○ 

○（夜間相談あり） 
○ 
○ 
○ 
○ 

○（夜間相談あり） 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
○ 

○（夜間相談あり） 
○ 
○ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

－ 
－ 
－ 
○ 

○（夜間相談あり） 
○ 
○ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 

滝野図書館（3階） 会議場 
※2月28日（月）～3月3日（木） 

※2月27日（日）は、 
　9：00から15：00まで 

東条庁舎（2階）204会議室 
※2月21日（月）～2月24日（木） 

①滝野会場は、今年度から滝野図書館に変更しています。
②正午から13：00までは申告書整理事務のため受付は
　中断します。ご協力をお願いします。
③申告期間中の火曜日に開設している会場では、17：30
　から19：00までの夜間についても申告相談を行います。
④2月27日（日）は、社福祉センター会場に限り申告相談
　を行います。（受付時間は9：00から15：00までですの
　でご注意ください）
⑤火曜日の夜間と2月27日（日）については、税務署は業
　務を行いませんので、取り扱いできない事項の場合
　は申告相談ができません。ご了承ください。


